
 

 

 
 

 

 
も
う
す
ぐ
消
費
税
導
入
か
ら
36

年 

3
月
24
日
に
消
費
税
廃
止
吹
田
連

絡
会
に
よ
る
定
例
の
宣
伝
行
動
を
イ

オ
ン
吹
田
店
前
で
行
い
ま
し
た
。
参

加
は
民
商
、
新
婦
人
、
消
費
税
を
な

く
す
会
の
3
団
体
か
ら
10
名
が
参
加
。

マ
イ
ク
や
ビ
ラ
で
消
費
税
が
導
入
さ

れ
て
36
年
に
な
る
こ
と
を
伝
え
な
が

ら
、
社
会
保
障
は
改
悪
の
連
続
、
消

費
税
は
増
税
し
な
が
ら
所
得
税
や
法

人
税
は
減
税
を
続
け
て
き
た
こ
と
、
軍
事
費
は
拡
大
さ
れ
く
ら
し
の

予
算
は
削
ら
れ
て
き
た
こ
と
を
訴
え
ま
し
た
。
導
入
か
ら
36
年
に

な
る
来
月
4
月
1
日
は
、
全
国
で
抗
議
の
一
斉
宣
伝
行
動
が
取
り

組
ま
れ
ま
す
。
吹
田
で
は
11
時
か
ら
南
千
里
駅
前
で
行
動
し
ま
す
。 

 

雇
用
保
険
、
協
会
け
ん
ぽ
と
も
に
料
率
変
更 

4
月
か
ら
雇
用
保
険
料
率
、
協
会
け
ん
ぽ
の
保
険
料
率
が
変
わ

り
ま
す
。
雇
用
保
険
料
率
は
労
働
者
負
担
、
事
業
主
負
担
が
と
も
に

0.

5
％
下
が
り
ま
す
。
協
会
け
ん
ぽ
は
大
阪
府
で
は
0.

1
％

下
が
り
ま
す
。
4
月
の
支
払
給
与
か
ら
変
更
と
な
り
ま
す
の
で
ご

注
意
く
だ
さ
い
。
協
会
け
ん
ぽ
の
保
険
料
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
等
か
ら

ご
確
認
く
だ
さ
い
。 

 

新
事
務
局
員
募
集 

民
主
商
工
会
は
中
小
業
者
の
要
求
や
悩
み
を
一
緒
に
解
決
し
、
社

会
的
・
経
済
的
地
位
向
上
な
ど
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。
そ
の
た
め

営
業
と
暮
ら
し
を
守
る
諸
制
度
の
拡
充
を
国
や
自
治
体
に
迫
り
、
安

心
し
て
営
業
し
、
生
活
が
保
障
さ
れ
る
平
和
で
民
主
的
な
社
会
を
目

指
し
て
運
動
を
し
て
い
ま
す
。 

〇
業
務
内
容 

中
小
業
者
の
要
求
や
悩
み
を
一
緒
に
解
決
す
る
活
動
。
会
費
の
集
金

や
機
関
紙
の
配
布
を
通
し
て
会
員
同
士
の
つ
な
が
り
を
深
め
る
活
動

な
ど
。 

〇
勤
務
時
間 

月
曜
日
～
金
曜
日
の
午
前
9
時
か
ら
午
後
6
時

ま
で
。
残
業
、
休
日
出
勤
も
あ
り
。 

〇
待
遇 

健
康
保
険
・
厚
生
年
金
・
労
災
保
険
・
雇
用
保
険
完
備
。 

〇
給
与  

年
齢
お
よ
び
勤
続
年
数
や
社
会
経
験
等 

〇
そ
の
他 

委
細
面
談
。 

〇
応
募
方
法 

履
歴
書
を
下
記
へ
送
付
し
て
下
さ
い
。
書
類
選
考

の
う
え
連
絡
し
ま
す
。 

〇
問
い
合
わ
せ 

〒
564-

０
０
１
３ 

吹
田
市
川
園
町
20-

1 

☎
06-

６
３
８
３-

２
２
１
１ 

 
 

 

伝
言
板 

府
営
住
宅
総
合
募
集 

4
月
1
日
（
火
）
か
ら
4
月
15
日
（
火
）
ま
で 

申
込
用
紙
は
民
商
に
あ
り
ま
す
。
必
要
な
方
は
お
越
し
く
だ
さ
い
。 

 

北
大
阪
総
合
法
律
事
務
所
・
豊
中
法
律
事
務
所 

共
催
セ
ミ
ナ
ー 

住
む
と
こ
ろ
が
な
く
な
る
！
？
「
区
分
所
有
法
改
正
案
の
問
題
点
」 

報
告
：
馬
越 

俊
佑 

弁
護
士
（
豊
中
総
合
法
律
事
務
所
） 

4
月
11
日
（
金
）
18
時
30
分
～
（
申
込
後
オ
ン
ラ
イ
ン
参
加
） 

今
国
会
に
お
い
て
賃
借
権
消
滅
請
求
の
創
設
を
含
む
区
分
所
有
法
改

正
案
が
提
出
さ
れ
、
国
会
審
議
中
で
す
。
同
法
案
で
は
建
替
え
決
議

が
さ
れ
た
場
合
に
正
当
事
由
な
し
に
賃
借
権
の
消
滅
請
求
が
で
き
る

と
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
法
案
の
問
題
点
を
説
明
し
ま
す
。 

 

無
料
法
律
相
談 

4
月
17
日
（
木
）
13
時
00
分 

民
商
事
務
所 

北
大
阪
総
合
法
律
事
務
所
の
弁
護
士
が
相
談
を
お
受
け
し
ま
す
。
予

約
制
で
す
の
で
、
希
望
す
る
方
は
民
商
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。
定

員
は
4
名
で
す
。 

 

記
帳
会 

4
月
20
日
（
日
）
10
時
00
分 

民
商
会
館 

5
月
11
日
（
日
）
10
時
00
分 

民
商
会
館 

持
ち
物 

記
帳
に
必
要
な
用
紙
（
ノ
ー
ト
等
）
も
し
く
は
パ
ソ
コ
ン 

伝
票
や
領
収
書
、
請
求
書
、
事
業
用
の
預
金
通
帳
な
ど
原
始
資
料 

紙
の
ノ
ー
ト
や
パ
ソ
コ
ン
ど
ん
な
記
帳
方
法
で
も
構
い
ま
せ
ん
。
教

え
合
っ
て
記
帳
に
集
中
で
き
る
記
帳
会
に
し
ま
す
。
こ
れ
か
ら
毎
月

日
曜
日
に
行
い
ま
す
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